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個人情報取扱特記事項 

【指定管理者が個人情報（特定個人情報を除く）を取り扱う場合】 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。 

（個人情報の取扱い） 

第２条 乙は、この協定により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報

の安全かつ適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（秘密等の保持） 

第３条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏ら

してはならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とす

る。 

２ 乙は、この協定に係る従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を、別紙①の様式に

より乙に提出させなければならない。 

（委託の禁止） 

第４条 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理

を委託してはならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第５条 乙は、この協定の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行

わせる場合は、これらの正社員以外の労働者にこの協定に基づく一切の義務を順守させ

なければならない。 

２ 乙は、甲に対して、前項に掲げた正社員以外の労働者の全ての行為及び結果について

責任を負うものとする。 

（収集の制限） 

第６条 乙は、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的

を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を本協定

の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承

諾なくして複写又は複製してはならない。 

（従業者の明確化及び名簿の作成） 

第９条 乙は、この協定による業務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う従業者を明

確にし、別紙②の様式により当該従業者の名簿を作成しなければならない。 

２ 乙は、この協定締結後、速やかに、前項により作成した名簿を甲に対して提出しなけ

ればならない。当該従業者に変更があった場合も同様とする。 

（従業者に対する監督・教育） 

第１０条 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、この協定による業務を処

理する従業者の監督及び従業者に対する教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う情報システ

ムを管理する従業者に対し、情報システムの管理及び運用並びにセキュリティ対策に関

して必要な教育及び研修を実施しなければならない。 
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（持ち出しの禁止） 

第１１条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の

承諾なくして事業所内から持ち出してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾を得て甲から引き渡された個人情報を事業所内から持ち出すとき（郵

送等の方法により送付する場合を含む）には、持出しデータの暗号化、パスワードによ

る保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用など、安全な方策を講

じなければならない。 

（返還及び廃棄義務） 

第１２条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を指定

の期間終了後、速やかに甲に返還をするか又は甲の指示に従い廃棄をしなければならな

い。 

２ 乙は、甲から引き渡された個人情報を廃棄するときは、個人情報を復元不可能な状態

にしなければならない。 

（事故報告義務） 

第１３条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報に関す

る紛失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その

指示に従わなければならない。 

２ 前項の場合、乙は、被害の拡大防止及び復旧のために必要な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

（事故発生時の責任） 

第１４条 前条の場合において、甲に損害を与えたときは、乙は賠償責任の責めを負う。 

（委託による損害賠償） 

第１５条 個人情報に係る処理等の業務の委託を行ったことにより、甲に損害を与えたと

きは、乙が賠償責任の責めを負う。 

（指定の取消し） 

第１６条 甲の承諾を得ないで個人情報に係る処理等の業務の委託を行った場合には、甲

は乙の指定を取り消すことができる。 

（報告義務） 

第１７条 乙は、この協定の個人情報の取扱いに関する規定を順守しているか、乙が定め

た個人情報の取扱いに関する内部規程を遵守しているか、並びにそれらを遵守できなか

った場合にはその理由及び改善策について、毎年度終了後６０日以内に、文書により甲

に報告しなければならない。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合には、文書又は

口頭により直ちに報告しなければならない。 

（監査及び調査） 

第１８条 甲は、この協定に係る個人情報の取扱いについて、この協定に基づいた必要な

措置が講じられているかにつき検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査

又は調査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定の処理

に関して必要な指示をすることができる。 
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別紙① 

個人情報保護に関する誓約書 

 

（事業所名） 

（代表者職・氏名）殿 

 

 私は、貴事業所における業務に従事するに際し、個人情報の保護に関する下記の事項を

遵守することを誓約し、本誓約書を提出するものです。 

 

記 

 

１ 業務上知り得た貴事業所の取引先を含む利害関係者（以下「取引先等」という）の個

人情報について、貴事業所の代表からの業務指示なくしては、第三者に対して、漏え

い又は開示してはならず、自己のために使用しないこと 

 

２ 貴事業所の個人情報保護に関する規程等を遵守し、貴事業所が実施する個人情報保護

に関する研修に真摯に取り組み、個人情報の保護に関する高い意識を常に保持するこ

と 

 

３ 取引先等の個人情報を取り扱うに際しては、漏えい、紛失、又はき損しないように適

切に管理し、盗難被害に対しても最大限可及的に回避するべく注意義務を尽くすこと 

 

４ 万が一個人情報が漏えいした場合、又はその可能性が疑われる場合には、直ちに貴事

業所の管理者に報告し、必要な指示を受けること 

 

５ 貴事業所を退職するに際しては、貴事業所及び取引先等から開示された一切の個人情

報に関する資料を貴事業所に返却すること 

 

以上 

 

  年  月  日 

（誓約者）住所：                 

 

     氏名：                 
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別紙② 

 


